
邑
楽
町
住
宅
用
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
設
置
整
備
事
業
費
補
助
金
交
付
要
綱 

  

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
要
綱
は
、
太
陽
光
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
利
用
し
た
住
宅
用
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
（
以
下
「
発
電
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
者
に
対
し
、
予

算
の
範
囲
内
に
お
い
て
補
助
金
を
交
付
す
る
こ
と
に
よ
り
、
環
境
へ
の
負
荷
の
少
な
い
ク
リ
ー
ン
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
普
及
促
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
要
綱
に
お
い
て
「
発
電
シ
ス
テ
ム
」
と
は
、
住
宅
の
屋
根
等
へ
の
設
置
に
適
し
た
、
低
圧
配
電
線
と
逆
潮
流
有
り
で
連
結
し
、
か
つ
、
太
陽
電
池
の

最
大
出
力
が
一
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
（
未
使
用
の
も
の
）
を
い
う
。 

 

（
補
助
の
対
象
者
） 

第
三
条 

補
助
の
対
象
と
な
る
者
は
、
自
ら
居
住
す
る
町
内
の
専
用
住
宅
ま
た
は
併
用
住
宅
（
居
住
部
分
が
二
分
の
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
）
に
発
電
シ
ス
テ
ム
を

設
置
し
た
者
又
は
町
内
に
自
ら
居
住
す
る
た
め
の
発
電
シ
ス
テ
ム
付
き
住
宅
を
購
入
し
た
者
で
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
以
降
に
引
き
渡
し
を
受
け
た
者
と
す

る
。 

 

（
補
助
金
の
額
） 

第
四
条 

こ
の
補
助
金
の
交
付
額
は
、
二
〇
、
〇
〇
〇
円
に
発
電
シ
ス
テ
ム
を
構
成
す
る
太
陽
電
池
モ
ジ
ュ
ー
ル
の
公
称
最
大
出
力
（
単
位
は
キ
ロ
ワ
ッ
ト
と
し
、

小
数
点
第
三
位
を
四
捨
五
入
す
る
。
公
称
最
大
出
力
が
三
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
超
え
る
シ
ス
テ
ム
に
あ
っ
て
は
公
称
最
大
出
力
に
代
え
て
三
キ
ロ
ワ
ッ
ト
と
す
る
。
）

を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
一
、
〇
〇
〇
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
補
助
金
交
付
申
請
） 

第
五
条 

補
助
金
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
発
電
シ
ス
テ
ム
の
設
置
完
了
日
（
電
力
会
社
と
発
電
シ
ス
テ
ム
の
電
力
受
給
を
開

始
し
た
日
）
か
ら
三
十
日
以
内
に
邑
楽
町
住
宅
用
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
設
置
整
備
事
業
費
補
助
金
交
付
申
請
書
・
住
民
登
録
調
査
閲
覧
同
意
書
兼
実
績
報
告
書

（
別
記
様
式
第
一
号
）
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



 
一 

発
電
シ
ス
テ
ム
の
仕
様
書
の
写
し 

 
二 
発
電
シ
ス
テ
ム
の
設
置
に
要
し
た
費
用
に
係
る
領
収
書
及
び
内
訳
書
の
写
し
（
発
電
シ
ス
テ
ム
付
き
住
宅
を
購
入
し
た
場
合
は
、
住
宅
購
入
に
係
わ
る
売
買 

契
約
書
及
び
領
収
書
の
写
し
） 

 

三 

発
電
シ
ス
テ
ム
の
設
置
状
態
を
示
す
写
真 

 

四 

発
電
シ
ス
テ
ム
の
設
置
場
所
が
わ
か
る
案
内
図
等 

 

五 

電
力
会
社
と
の
電
力
受
給
契
約
書
の
写
し 

六 

そ
の
他
町
長
が
必
要
と
認
め
る
書
類 

２ 

補
助
金
の
交
付
は
一
発
電
シ
ス
テ
ム
に
つ
き
一
回
限
り
と
し
、
か
つ
一
申
請
者
当
た
り
一
回
限
り
と
す
る
。 

 

（
補
助
金
の
交
付
） 

第
六
条 

町
長
は
、
補
助
金
の
受
給
要
件
を
満
た
す
も
の
と
認
定
し
た
と
き
は
、
邑
楽
町
住
宅
用
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
設
置
整
備
事
業
費
補
助
金
交
付
請
求
書
（
別

記
様
式
第
二
号
）
に
基
づ
き
、
速
や
か
に
そ
の
内
容
を
審
査
し
、
助
成
金
の
交
付
又
は
不
交
付
を
決
定
し
、
補
助
金
交
付(

不
交
付)

決
定
通
知
書
（
別
記
様
式
第

三
号
）
に
よ
り
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
補
助
金
交
付
の
取
消
し
） 

第
七
条 

町
長
は
、
補
助
金
の
対
象
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た
場
合
に
は
、
補
助
金
の
交
付
の
全
部
又
は
一
部
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

不
正
の
手
段
に
よ
り
補
助
金
を
受
け
た
と
き
。 

二 

補
助
金
交
付
の
条
件
に
違
反
し
た
と
き
。 

 

（
補
助
金
の
返
還
） 

第
八
条 

町
長
は
補
助
金
の
交
付
を
取
消
し
た
場
合
、
該
当
取
消
し
に
係
る
部
分
に
関
し
、
既
に
補
助
金
が
交
付
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
補
助
金
の
返
還
を
命
ず
る

こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
協
力
要
請
） 

第
九
条 

町
長
は
、
補
助
金
の
交
付
を
受
け
て
発
電
シ
ス
テ
ム
を
設
置
し
た
者
に
対
し
、
必
要
に
応
じ
て
売
電
量
及
び
買
電
量
の
デ
ー
タ
の
提
供
、
そ
の
他
の
協
力



要
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 （

委
任
） 

第
十
条 

こ
の
要
綱
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
必
要
な
事
項
は
、
町
長
が
別
に
定
め
る
。 

   
 
 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
要
綱
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
有
効
期
限
） 

２ 

こ
の
要
綱
は
、
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。 

 
 
 

附 

則
（
平
成
二
二
年
要
綱
第
一
九
号
） 

 

こ
の
要
綱
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 

附 

則
（
平
成
二
二
年
要
綱
第
二
五
号
） 

 

こ
の
要
綱
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 


